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志免中央小学校ＰＴＡ役員等選出規定 
 
 （目的） 
第１条  この規定は，志免中央小学校ＰＴＡ会則第１１条第２項の規定に基づき，公正かつ客観
的に役員等の候補者を選考するために定めるものである。 
  
（方法） 
第２条  総務部は，次の役員等の候補者を会員の中から選考し，総会において選出する。 
（１）会長 １名 

  （２）副会長 ２名 
  （３）総務部長 １名 
  （４）ボランティアマネージャー ２名 
  （５）広報担当 ２名 
  （６）書記担当 １名 
  （７）会計担当 １名 
   （８）会計監査 ２名 
２  総務部は，選考基準並びに前項に定める役職毎の募集人数を明確にして，全ての会員世帯に 
対して立候補者を募集するもの。ただし，会長は現役員（副会長，総務部長，ボランティアマ 
ネージャー）の中から募集するもの。 
３ 総務部は，前項における応募者数が募集人数を満たさない場合において，予め一定の期間を 
設けて，全ての会員世帯に対して，被推薦人の承諾を前提とした候補者の推薦を求めること 
ができる。ただし，会長は現役員（副会長，総務部長，ボランティアマネージャー）の中から候
補者の推薦を求めることができる。 
４ 総務部は第２項及び第３項において，応募者数が募集人数を上回った場合は，予め定めた基 
準に基づき選考しなければならない。 
 
 （選考の優先基準） 
第３条 前条第４項に定めた基準は次のとおりとし，第１号から順に基準に適合した応募者を優
先的に選考するもの。 
 （１）長子の在学年数が最も多い応募者 
 （２）男性である応募者（男性のPTA活動への積極的な参加を促す事を目的とする） 
 （３）過去に役員及び委員経験が無い応募者 
２ 前項各号に定めた基準によっても選考できない場合は，会長及び校長の協議により選考する
もの。 
  
附 則 
この規定は，平成２９年４月１日から施行する。 
この規定は，一部を改正し、平成３１年４月２７日から施行する。 
�
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志免中央小学校ＰＴＡ会計規則 
 
 
（趣 旨） 
第１条 志免中央小学校ＰＴＡ会則（以下，「会則」という。）第19条に定めるPTAの会計に
関する事務の取扱は，この規則によらなければならない。 

 
 
（会計担当者の任命） 
第２条 総務部に会計担当（会則第７条第１項第７号）をおき，会計担当は，予算の執行そ
の他会計事務を司る。 

 
 
（会計年度および独立の原則） 
第３条 ＰＴＡの会計年度は，毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。会計年度にお
ける支出はその年度の収入をもってこれに充てなければならない。 

 
 
（総計予算主義の原則） 
第４条  一会計年度における一切の収入および支出は，すべてこれを収支予算に編入しなけ
ればならない。 

 
 
（会計の区分） 
第５条 ＰＴＡの会計の区分は，一般会計，特別会計及び周年行事積立金会計とする。 
 
 
（収支予算の区分） 
第６条  収支予算は収入にあっては，その性質に従って収入費目に区分し，支出にあっては
その目的に従ってこれを予算費目に区分しなければならない。予算費目の改廃ならびに支
出予算費目の間における金額の流用については理事会の承認を得なければならない。 

 
 
（特別会計の取扱いに関すること） 
第７条 特別会計は，一般会計の繰越金の一部を繰り入れ，会費以外の収入をもって充てる。 
2  特別会計は，教育環境整備，児童活動の支援，ＰＴＡ活動の補助等に使用する。 
3 特別会計の運用については，理事会にて承認を得て総会に報告する。 
4 特別会計の会計監査については，一般会計と同じとする。 
 
 
（周年行事積立金会計の取扱いに関すること） 
第８条 周年行事積立金会計は，一般会計の繰越金の一部を繰り入れ，会費以外の収入をも
って充てる。 

２ 学校の周年行事に関わる経費への補助等に使用する。 
３ 周年行事積立金会計の運用については，理事会の承認を得て，総会に報告しなければな
らない。 
4 周年行事積立金会計の会計監査については，一般会計と同じとする。 
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（会員及び児童に関する弔慰規定） 
第９条 弔慰に関する事項は，別表（弔慰規定）により支出する。 
２ 別表に定めのない事項で，近隣及びＰＴＡと密接な関係機関で発生した弔慰事項等につ
いては，総務部で協議の上弔慰金を支出，又は弔電を送り，理事会へ報告する。 

 
 
〈別表 弔慰規定〉 

摘  要 金 額 備   考 
児
童
・
保
護
者 

児 童 死 亡 10,000 円 会葬（会長及び副会長１名） 
重傷病 5,000 円 見舞（会長又は副会長１名）※入院２週間以上 

保護者 死 亡 10,000 円 会葬（会長及び副会長１名） ※役員の場合は他の役員 
初  盆 5,000 円 仏参り（会長又は副会長１名） 

教
職
員 

本 人 死 亡 10,000 円 会葬（会長及び副会長１名） 
初 盆 5,000 円 仏参り（会長又は副会長１名） 

配偶者 死 亡 5,000 円 会葬（会長及び副会長１名） 

一親等 死 亡 5,000 円 会葬（会長及び副会長１名） 
児童・保護者・職員の災害等 理事会でその都度協議 
 
 （役員等の報酬） 
第１０条 会則第７条第１項各号に定める役員等の報酬（年額）は，次の通りとする。 

(1) 会長   25,000円 
(2) 副会長   15,000円 
(3) 総務部長  15,000円 
(4) ボランティアマネージャー 15,000円 
 

２ 会則第１３条３項及び第１４条第４項に定める子どもサポーター及び地域サポー 
ターの報酬（年額）は，1,500円とする。 

３ 会則第１３条第４項及び第１４条第５項に定める連絡係の報酬（年額）は，4,000円と
する。 

 
 
（予備費） 
第１１条  予算外の支出または予算超過の支出に充てるため，収支予算に予備費を計上する

ことができる。 
 
 
（決 算） 
第１２条  会長は会計年度毎に決算し，会計監査委員の監査に付し，その意見を受けて総会

の承認を受けなければならない。 
 
 
（剰余金の処分） 
第１３条  各会計年度において決算上剰余金が生じたときは，翌年度の収入に編入しなけれ

ばならない。 
（現金の預金） 
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第１４条 金銭は確実な金融機関に預け入れるものとする。 
 
（一時借入金） 
第１５条 会長は収支予算の支出をするため当該予算の範囲の一時借入金を借り入れること

ができる。 
 
（出納の閉鎖） 
第１６条 ＰＴＡの出納は翌年4月30日をもって閉鎖する。 
 
（会長権限の一部委任） 
第１７条 会長は当該年度支出予算の執行に関する権限を学校長に委任することができる。 
 
 
 
附 則 
 この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 
 この規則は、平成３１年４月２７日に一部を改正し施行する。 
�
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志免中央小学校ＰＴＡ会則 
 
 
（名称及び所在地） 
第１条 本会は，志免中央小学校ＰＴＡ（以下「ＰＴＡ」という。）と称し，事務局を志免

中央小学校（以下「学校」という。）に置く。 
 

 
（目的） 
第２条 ＰＴＡは，学校，家庭，地域と連携して，学校に在籍する児童（以下「児童」とい
う。）の健全な成長と児童福祉の充実に務め，児童の保護者（以下「保護者」という。）
と学校に常勤する教職員（以下「教職員」という。）相互の生涯教育のための諸活動を推
進することを目的に設置され，児童を取り巻く教育環境の向上に寄与する。 
 
 
（方針） 
第３条 ＰＴＡは，前条の目的を達成するため，次の方針に基づいて活動する。 
（１） 営利を目的とせず，宗教的，政治的活動を目的とする団体，個人又は事業と関係をも

たない。 
（２） 自主独立のものであって，他のいかなる団体の支配，干渉，統制も受けない。 
（３） 子どもたちの健全育成及び福祉のために活動する企業，特定非営利活動法人等の社会

的諸団体と連携する。 
（４） 学校の管理及び人事には干渉しない。 
  
 
（会員） 
第４条  ＰＴＡの会員を正会員と準会員の二種とする。 

２ 正会員は，保護者またはこれに代わる者及び教職員とし，全て平等の権利を有する。
３ 準会員は特に児童の教育に関心をもち，ＰＴＡの趣旨に賛同してくれる者とする。 
４ ＰＴＡを退会する会員は，退会届を提出する。ただし，第２項に定める正会員

資格を喪失することにより退会する場合は，この限りではない。 
５ PTAは任意の団体であり、その入退会は会員の意思で決められるべきものである。 

 
 
（活動） 
第５条 ＰＴＡは，第２条の目的を達成するため，次の活動を行う。 
(1) 学校教育に対する理解と協力 
(2) 児童の福利・厚生・安全環境の整備および向上 
(3) 学校，家庭，地域の連携による教育活動の促進 
(4) 会員相互の教養の向上と親睦の増進 
(5) その他，目的を達成するために必要な活動 
２．ＰＴＡの活動は，原則として総会及び理事会で協議決定された事項に基づき，会員から
ボランティアを募って実施し，会員相互の支え合いによって成り立つ。 
 
 
（総務部） 
第６条  ＰＴＡに，総務部を置く。                                     
２ 総務部は，会員相互の支え合いによるＰＴＡ活動が潤滑に行われるよう努める。 
３ 総務部は，ＰＴＡの事務の一切を掌握し，これを運営する。 
（１） ＰＴＡの事務を処理するため，総務部に事務職員を置くことができる。 
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（２） 事務職員は，理事会の承認を経て会長が任免する。 
（３） 事務職員の勤務に関し必要な事項は，別に定める。 

 
 
（役員） 
第７条 総務部に，次の役員を置く。 
 （１）会長 1名 
 （２）副会長 ２名 
 （３）総務部長 1名 
 （４）ボランティアマネージャー 2名 
 （５）書記担当 1名 
 （６）会計担当 1名 
２ 会長を除く役員の数は，諸事情に応じて増減することができる。 
３ 役員は会計監査を兼ねることはできない。 
４ 書記担当及び会計担当は，教職員から１名ずつを選出する。 
 
 
（役員の任期） 
第８条  役員の任期は２年とする。 
２  任期中において，役員の交代があったときは，後任の役員の任期は，前任者の残任期間
とする。 

３ 役員は，再任を妨げない。 
 
 
（役員の任務） 
第９条  役員の任務は次のとおりとする。 
  （１）会長は，ＰＴＡを代表し，会務を統括し，総会，理事会を招集する。 
 （２）副会長は，会長を補佐し，会長不在の場合は，その代理を務める。  
 （３）総務部長は，会長と会務を統括し，副会長と同様の任務を遂行する。 
 （４）ボランティアマネージャーは，ＰＴＡ活動に参加する会員を含めたボランティア 

を管理し，PTA活動の活性化に務め，副会長と同様の任務を遂行する。 
 （５）広報担当は，ＰＴＡの広報及び会員等への情報提供に務める。 
 （６）書記担当は，会議の議事等要録・役員会及び理事会の報告書等を記録し一括して，

その記録を保管する。 
 （７）会計担当は，ＰＴＡの総ての収支を正確に記帳し，総会において会計監 

査の承認を経た決算報告をする。 
 
 
（会計監査） 
第１０条  ＰＴＡに，会計監査２名を置く。                                     
2 会計監査は，ＰＴＡの収支について監査を行い，総会で監査報告をする。 
 
 
（役員並びに会計監査の選出） 
第１１条  役員及び会計監査は，会員からの立候補並びに推薦に基づき，総務部が翌年度の

候補者を選考し，総会において選出する。 
2 総務部における選考基準は別に定める。                                     
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（相談役） 
第１２条  ＰＴＡに，相談役を置くことができる。 
2  相談役は会長が委嘱する。 
 
 
（子どもサポート部） 
第１３条  ＰＴＡに，子どもサポート部を置く。                                     
２ 子どもサポート部は，総務部と連携して，保護者と教師の相互理解を図り，家庭と学校
の教育環境の向上に努める。 

３ 子どもサポート部は，学年毎に概ね会員５名の子どもサポーターで構成する。 
４ 子どもサポート部に互選により連絡係２名を置く。 
 
 
（地域サポート部） 
第１４条  ＰＴＡに，地域サポート部を置く。                                     
２ 地域サポート部は，総務部と連携して，概ね学校の通学区域の範囲（以下「地域」とい
う。）において，児童の安心・安全の確保など教育環境の向上に努める。 

３ 地域サポート部は，地域内の町内会及び育成会等の地域諸団体と十分な連携を図り，活
動するものとする。 

４ 地域サポート部は，地域内の町内会毎に会員２名ずつの地域サポーターで構成する。 
５ 地域サポート部に互選により連絡係２名を置く。 
 
 
（総会） 
第１５条  総会は、定期総会及び臨時総会とし，本会の最高議決機関である。 
2  定期総会は毎年開催し，臨時総会は会員の１割以上の要請があった場合，また 
は理事会が必要と認めた場合に開催する。 

3  総会は，会員の三分の一以上（委任状による出席者を含む）の出席により成立 
し，出席会員の過半数の賛成で議決する。 

4 総会の議長は，会長，または会長が会員から推薦するものとする。                                                                                          
5  総会の日時・場所及び議題は，三日前までに全会員に通知する。 
  
 
（総会の任務） 
第１６条 総会は，次の事項を審議する。 

(1) 会則に関すること。 
(2) 会費に関すること。 
(3) 予算決議に関すること。 
(4) 年間の事業計画とその承認 
(5) 役員・会計監査の選出。但し補充の場合を除く。 
(6) その他重要な事項 

 
 
(理事会) 
第１７条  理事会は，役員，子どもサポート部及び地域サポート部の連絡係，学校の校

長，教頭，教務主任によって構成する。 
２  理事会は，会長が招集し，構成委員の三分の二以上の出席により成立し，出席者の
過半数の賛成で議決する。 

３  理事会は，次の事項を審議する。 
(1) 総会において委任された案件 
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(2) 総会に提案する議案 
(3) 総務部，子どもサポート部，地域サポート部の立案した計画の審議と 

連絡調整 
(4) 会員からの提案・要望事項の審議 
(5) 細則・規定に関すること 
(6) 定例及び，臨時の行事を遂行するための企画・立案・実行 
(7) 緊急事項の処理 

 
 
 (経理) ※変更 
第１８条 ＰＴＡの活動に関する経理は，会費，その他の収入をもって充てる。 
2  前項の会費は，会員１世帯あたり改正前 月320円→月 300円(年 11ヶ月徴収)とする。 
 
3  ＰＴＡの経理は，総て総会で認められた予算に基づいて行われる。ただし，当初予算に
過不足が生じた場合，理事会に諮り処理することができる。 

 
 
（会計） 
第１９条  ＰＴＡの会計は，志免中央小学校ＰＴＡ会計規則（以下，「規則」という。）に

基づいて処理する。 
２ ＰＴＡの予算は，総会の承認を受けなければならない。 
３  ＰＴＡの決算は，会計監査を経て総会に報告されなければならない。 
 
 
（中央っ子未来プロジェクト及び会員交流プロジェクトに関する規定） 
第２０条 中央っ子未来プロジェクト及び会員交流プロジェクト（以下「プロジェ 

クト」という。）とは，企画・運営の意欲のある会員の発案と協力により実施 
され，会則第２条の目的及び第３条の方針に基づいた，継続を前提としない単 
年度完結型の行事または活動である。 

２ プロジェクトの企画・立案にあたっては，活動計画書を総務部に提出し，学校と実施の
是非について協議しなければならない。 

３ プロジェクトの会計は，理事会にて協議し収支を報告する。 
４ プロジェクト実施に伴い生じた収入から支出を控除した経費については，原則としてＰ
ＴＡに寄付する。 
 
 
（ＰＴＡサークルに関する規定） 
第２１条 ＰＴＡサークル（以下「サークル」という。）とは，会員の教養の向上と相互

の親睦を図るため，会則第２条の目的及び第３条の方針に基づいて活動する会員で組
織された集団である。 

２ サークルを設立する場合は，総務部を通じて理事会に申請し，承認を得なければなら
ない。 

３ サークルの活動に要する経費は，受益者負担を原則とするが，サークルの要請に応じ
て，上限を設けて助成金を支給することができる。 

４ その他必要な事項は別に定める。 
  
 
（個人情報に関する規定） 
第２２条 ＰＴＡでは個人情報保護の重要性を認識し，個人情報の適切な管理・保護に努

める。 
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２ ＰＴＡ活動の運営上必要な範囲内および，公正な方法により個人情報を取得する。 
３ ＰＴＡが取得した個人情報は，次の目的にのみ利用できるものとする。 
   (1) ＰＴＡ運営のための連絡網 

(2) 各種行事，講演会の案内 
(3) ＰＴＡ活動に関わる資料，書類の送付 
(4) ＰＴＡ活動に関わるアンケートや質疑応答 
(5) その他 本会に関連する活動 

４ 個人情報は，会長が管理し，ＰＴＡの運営上必要と認める会員にのみ配付する。 
５ 個人情報の安全な管理のため，十分なセキュリティ対策を講じるものとする。 
６ 会長及び個人情報の提供を受けた会員は，取得した個人情報を第３項に規定する利用
目的以外では利用できない。 

７ ＰＴＡの個人情報に関する照会・相談の受付窓口は，役員とし，受付の際には会員の
本人確認を行うものとする。 

 
 
（細則） 
第２３条 この会則の施行について必要な細則は，総会の議決を経て，会長がこれを定める。 
 
（附 則） 
１ この規約は，昭和４９年５月１日より発効する。 
２ この規約は，一部を改正し，昭和５４年４月２８日より発効する。 
３ この会則は，一部を改正し，平成２年４月２２日より発効する。 
４ この会則は，一部を改正し，平成５年５月１日より発効する。 
５ この会則は，一部を改正し，平成８年５月１日より発効する。 
６ この会則は，一部を改正し，平成１１年５月１日より発効する。 
７ この会則は，一部を改正し，平成１２年５月１日より発効する。 
８ この会則は，一部を改正し，平成１３年５月１日より発効する。 
９ この会則は，一部を改正し，平成１４年４月２７日より発効する。 
１０ この会則は，一部を改正し，平成１５年４月２６日より発効する。 
１１ この会則は，一部を改正し，平成１６年４月２６日より発効する。 
１２ この会則は，一部を改正し，平成１７年５月２日より発効する。 
１３ この会則は，一部を改正し，平成１９年４月２８日より発効する。 
１４ この会則は，一部を改正し，平成２１年４月２５日より発効する。 
１５ この会則は，一部を改正し，平成２３年４月３０日より発効する。 
１６ この会則は，一部を改正し，平成２４年４月２９日より発効する 
１７ この会則は，一部を改正し，平成２５年４月２７日より発効する。 
１８ この会則は，一部を改正し，平成２６年４月２６日より発効する。 
１９ この会則は，一部を改正し，平成２７年４月２９日より発効する。 
２０ この会則は，全部を改正し，平成２９年４月１日より発効する。 
２１ この会則は，一部を改正し，平成３０年４月２８日より発効する。 
２２ この会則は，一部を改正し，平成３１年４月２７日より発効する。 
２３ この会則は，一部を改正し，令和２年４月２５日より発効する。 
�
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